
一緒に『人生を楽しくする』ネットワーク創りに参加しませんか？

「マイナンバー」制度10月スタート！！
その役割とは!?

税務署から「お尋ね」が届きます。
その時、あなたはどうします！？

相続・贈与・資産形成戦略
☞ 専門家による無料個別相談会付き

資産形成塾のご案内

＊スケジュール＊

受 付 時 間　１３：４５
講 演 開 始　１４：００

前半４０分
後半４０分

無料個別相談会　１５：５５

第80回

平成27年６月５日　金曜日

セ
ミ
ナ
ー
内
容

　ご案内が不要な方にお届けしてしまっておりましたら、ご面倒をお掛けしますが、
同封のハガキに、今後不要の旨を記載後、投函して頂ければ幸甚です。

会場／ソニックシティ　９０１号室
定員／３０名（先着順）
出欠／同封のハガキ・若しくは下記問合
　　　せ先までお願い致します。

お問合せ　TEL 048-644-2317
資産形成塾事務局（川村建設㈱内）

講師　　　富 永 徹 也氏（税理士）
◆プロフィール
　一般社団法人　相続アドバンス倶楽部　主宰
　ＪＩＣＡ一般社団法人　相続診断協会　パートナー

国税庁職員として、40 年以上勤務し、直近 6 年間は、特別国税調
査官として現場で辣腕を振るわれていました。
相続の現場から見える問題点をわかりやすく解説すると共に現在
は、ＪＩＣＡ相続診断協会の相続専門家として資産家を守る「笑
顔相続」普及に努められています。
 昭和 45 年　広島国税庁　入局
平成 16 年　中京税務署　副所長
平成 17 年　大阪国税不服審判書　副審判官
平成 19 年　大津税務署　特別国税調査官
平成 22 年　堺税務署　　特別国税調査官
平成 24 年　退官
平成 25 年　富永てつ也　税理士事務所　設立
平成 26 年　一般社団法人　相続アドバンス倶楽部　設立
　　　　　　現在に至る。



地域と共に60年・未来創造建設業

★無料個別相談会について★
困った時に、誰に相談すればいいのかわからない…という経験はありませんか？
例えば、相続の時は税理士なの？弁護士なの？と相談先を考えてしまいますよね。
建設はもちろん、税務・法律・金融まで何でも相談していただければ、内容に
応じて各種専門家によるアドバイスに繋げていこうという窓口です。

相談をお受けする多彩な専門家陣
・建築士	 　・弁護士	 	 	 ・ファイナンシャルプランナー
・司法書士	 　・社会保険労務士	 ・行政書士
・税理士	 　・不動産鑑定士

【前回の講義風景】

つまり、資産形成塾とは…

相 談 事 例

・土地活用を考えたい	 	 ・不動産トラブル（家賃滞納など）で困っている
・空室対策をしたい		 	 ・相続の対策を考えたい
・耐震診断・補強をしたい		 ・損害保険・生命保険を見直したい

＊上記以外でも、もちろん相談ＯＫです！

『人生を楽しくする』ネットワーク創りの場 です

①年会費：6,000円（有効期限１年）
　＊随時、入会を受け付けております。
　　お気軽にお声掛け下さい。
　　入会後のセミナー参加費は頂きません。
②非会員：1,000円（セミナー参加毎）

会費のご案内


